
船舶事故調査報告書 

令和７年９月１７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和５年１２月２６日 ０８時２５分頃 

発生場所 山口県上関
かみのせき

町小祝
こいわい

島西方沖 

祝島港東Ｄ防波堤東灯台から真方位２７７°５.２海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３３°４７.８′ 東経１３１°５３.４′） 

事故の概要 漁船たつみは、西進中、また、漁船力
りき

亜
あ

丸は、西南西進中、両船が

衝突した。 

事故調査の経過 令和６年１月１６日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 たつみ、３.６トン 

   ＹＧ３－５７０６２（漁船登録番号）、個人所有 

   第２９１－３４１１３号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 力亜丸、３.２トン 

   ＹＧ３－５７３３６（漁船登録番号）、個人所有 

   第２９１－３５５４１号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷船尾部舷縁に亀裂、テントフレーム等に曲損等 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西、風力 ４～５、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ、潮汐 高潮時 

 事故の経過 

 

 

Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、小祝島西方沖の漁礁
ぎょしょう

に向け、

上関町上関漁港を出港し、さわら
．．．

のひ
．
き
．
縄漁を行いながら、約４ノッ

ト（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）でＧＰＳプロッターを作動

させ、自動操舵で西進していた。 

 Ａ船は、船尾から約１００ｍのひき
．．

縄を海中に投入していた。（左

図参照） 

船長Ａは、Ｂ船がＡ船の右舷側を追い越し、Ａ船の右舷船首方０.５

Ｍ付近でひ
．
き
．
縄を海中に投入したのを視認した。（図１②参照） 

船長Ａは、Ａ船及びＢ船の針路が交差する状況となると思ったもの

の、Ａ船が先にひき
．．

縄を投入していたことから、Ｂ船がＡ船を避ける

ものと思いながら、同じ針路及び速力で航行を続けた。 

船長Ａは、操舵室で前方を見て、時々、船尾から流している仕掛け

の張り具合に注意しながら航行していたが、Ｂ船との距離が約４０～

５０ｍとなり、衝突の危険を感じて、ひき縄の巻揚げを開始した。

Ａ船（船尾） 

巻揚げリール 

ひき縄 

図 Ａ船のさわら
．．．

のひ
．
き
．
縄漁

の状況 



（図１⑤参照） 

船長Ａは、ひき縄を引いた状態では針路変更が難しく、また、主機

を中立にすると、ひき縄が海底に沈み、根掛かりするおそれがあった

ので、ひき縄を巻き揚げた後に針路変更及び主機中立等をすることと

した。 

船長Ａが、Ｂ船も避航すると思い、ひき縄を巻き揚げながらＡ船を

西進させていたところ、Ａ船の船首部とＢ船の左舷船尾部とが衝突し

た。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、小祝島西方沖の漁礁に向け、山

口県田布施
た ぶ せ

町尾津
お づ

漁港を出港した。 

 船長Ｂは、小祝島西方沖でＡ船がひき
．．

縄漁を行っていたので、Ａ船

の前方１Ｍ付近に移動した後、両舷から振り出した２本の竿から約 

１１５ｍのひき
．．

縄を投入することとした。（左図、図１①参照） 

 Ｂ船は、レーダーを１～１.５Ｍレンジとし、ＧＰＳプロッター上

に針路目標として漁礁をマークし、約３.５knの速力でさわら
．．．

のひ
．
き
．

縄漁を行いながら自動操舵で西南西進した。（図１①参照） 

船長Ｂは、船尾方約０.５Ｍに接近するＡ船をレーダーと目視で認

めた後、船尾方を航行するＡ船がＢ船を避けると思い、Ａ船の見張り

を行うことなく航行を続けた。（図１②及び③参照） 

Ｂ船は、船長Ｂが、Ａ船との距離が１００ｍ以下近くになっていた

ことに気付き、何度か左右に舵を取ったが、Ａ船を避けることができ

ず、Ａ船と衝突した。（図１④及び⑤参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ Ａ船及びＢ船の動き（両船船長の口述に基づく概要図） 

 

船長Ｂは、その場に留
とど

まるように船長Ａに伝え、海上保安庁に通報

した。 

Ａ船及びＢ船は、本事故発生海域付近に留まって海上保安官による

事情聴取を受けた後、Ａ船は上関漁港に、Ｂ船は尾津漁港に、それぞ

れ自力で帰港した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

分析  Ａ船は、ひき縄漁を行いながら西進中、船長Ａが、船首方のＢ船に

図 Ｂ船のさわらのひ
．
き
．

縄漁の状況 
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約４０～５０ｍとなるまで接近した際、減速する等の衝突を避ける措

置を採らなかったことから、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、自船が先に仕掛けを入れており、Ｂ船がＡ船を避けるも

のと思ったことから、Ｂ船まで約４０～５０ｍとなるまで接近したも

のと考えられる。 

 船長Ａは、ひき縄を引いた状態では針路変更が難しく、また、減速

させると、ひき縄が海底に沈み、根掛かりするおそれがあったことか

ら、ひき縄を巻き揚げた後に減速等の衝突を避ける措置を採ろうとし

たものと考えられる。 

 Ｂ船は、ひき縄漁を行いながら西南西進中、船長Ｂが、船尾方から

接近するＡ船の継続した見張りを行っていなかったことから、Ａ船を

至近で視認して、舵を取ったものの、Ａ船を避けることができず、Ａ

船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ｂは、船尾方を航行するＡ船が避航すると思ったことから、Ａ

船の継続した見張りを行っていなかったものと考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船及びＢ船が共にひ
．
き
．
縄漁を行いながら、Ａ船が西進

中、Ｂ船が西南西進中、船長Ａが、船首方のＢ船に約４０～５０ｍと

なるまで接近した際、減速する等の衝突を避ける措置を採らなかった

ため、また、船長Ｂが、船尾方から接近するＡ船の継続した見張りを

行っていなかったため、Ａ船に対する避航動作が遅れ、両船が衝突し

たものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・漁船の船長は、操業中はすぐに針路変更等ができない場合がある

ので、他船の動静を継続して監視し、早めに舵を取るなどして衝

突を避けるための措置を採ること。 



付図１ 事故発生経過概略図 
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